
令和７年度鉾田市結婚支援団体等加入時助成金交付要綱 

 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は，未婚の男女の結婚を促進し，少子化の要因のひとつといわれる未婚化・晩婚化に

歯止めをかけ，出会いの機会が少ない市内の未婚者に出会いの場づくり等を積極的に支援し，定住人

口の増加による地域の活性化を図るために交付する結婚支援団体等加入時助成金(以下「助成金」と

いう。)に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 (助成対象者) 

第２条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は，次の各号の全てに該

当するものとする。 

 (１) 市内に住所を有し，かつ，現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関

係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を除く。)とする。 

 (２) 助成金の交付申請をする時点で，45歳以下であること。 

 (３) 市税及び税外収入金を滞納していないこと。 

 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号)第２条第６号に規定 

する暴力団員でないこと。 

 (助成対象経費等) 

第３条 助成金の対象となる経費は，令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までに支払った一般社

団法人いばらき出会いサポートセンターの入会登録料の全額とし，予算の範囲内で交付するものとす

る。 

２ 助成金の額は，助成対象者１人につき 11,000円とする。 

３ 助成金の交付は，助成対象者１人につき１回限りとする。 

(助成金の交付申請及び請求) 

第４条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，結婚支援団体等加入時助成金

交付申請書兼請求書(様式第１号)に，一般社団法人いばらき出会いサポートセンター発行の領収書又

はこれに代わるべき書類を添えて令和８年３月 31日までに，市長に提出しなければならない。 

(助成金の交付決定及び確定) 

第５条 市長は，助成金の交付申請があったときは，速やかに書類等の審査を行い，その結果を結婚支

援団体等加入時助成金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第２号)により，申請者に通知し，助成金

を支払うものとする。 

(助成金の返還) 

第６条 市長は，偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは，その者に対し，

助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

(補則) 

第７条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は，令和７年５月１日から施行する。 

 (失効) 

２ この要綱は，令和８年３月３１日限り，その効力を失う。ただし，この要綱の失効の日前に第４条 

の規定による補助金の交付申請をした者に対するこの要綱の規定は，なおその効力を有する。 

  



様式第１号(第４条関係) 

 

結婚支援団体等加入時助成金交付申請書兼請求書 

 

年   月   日 

 

鉾田市長 宛て 

 

申請書 住  所 

    氏  名             印 

    生年月日   年  月  日(  歳) 

    電話番号 

 

 結婚支援団体等加入時助成金の交付を受けたいので，令和 7年度鉾田市結婚支援団体等加入時助成金

交付要綱第４条の規定により，下記のとおり関係書類を添えて申請し，併せて助成金の支払いを請求し

ます。 

 また，助成金の交付を受けるに当たり，私の市税及び税外収入金の納付状況調査を行うことについて

同意します。 

記 

１ 交付申請額  11,000円 

 

２ 振込先 

金融機関名 銀行・信金・信組・農協 

支店名 本店・支店・本所・支所 

預金種目 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

３ 確認事項 

 □ 下記の事項に同意します。 

① 市からの婚活に関する情報配信を希望します。 e-mail                  

② 私は，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号)に規定する暴 

力団員等ではありません。 

③ 市からアンケート等を送付させていただく場合があります。 

 

４ 添付書類 

 一般社団法人いばらき出会いサポートセンター発行の領収書又はこれに代わるべき書類 

  



様式第２号(第５条関係) 

 

年   月   日 

 

          様 

 

鉾田市長 

 

結婚支援団体等加入時助成金交付(不交付)決定兼確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった結婚支援団体等加入時助成金については，令和 7年度鉾田

市結婚支援団体等加入時助成金交付要綱第５条の規定に基づき，下記のとおり決定し額を確定しました

ので通知します。 

 

記 

 

１ 交付の可否     可  ・  否 

 

２ 交付助成金額          円 

 

３ 決定 

 上記のとおり決定しましたので，申請書に記載された口座に  月  日頃，振り込みいたします。 

 

４ 不交付の理由 

 


